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条 例 （案） の 概 要 

 
県民生活環境部 女性活躍・県民協働課 

条例の名称 

 
 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例【一部改正】 
 

１ 改正の理由・ 

根拠 

 旅券法（昭和 26 年法律第 267 号。以下「法」という。）及び旅券

法施行令（平成元年政令第 122 号。以下「政令」という。）の一部

改正に伴い、所要の改正をするもの。 

２ 改正の目的  旅券に関する国際的な動向等を踏まえ、旅券事務の効率化、旅券

の国際的な信頼性の維持等を図る。 

３ 背景・必要性  申請者が発行された旅券を受領しなかったときの発行経費を徴

収するとともに、偽変造防止の観点から旅券の査証欄の増補を廃止

する必要がある。 

４ 内 容 １ 旅券の発行後、申請者が６か月以内に当該旅券を受領せず、当 

 該旅券がその効力を失った場合において、当該申請者が失効後５ 

 年以内に再度一般旅券の発給を申請したときに、失効した一般旅 

 券の発行経費を徴収するための手数料の新設 

  一般旅券発給手数料 4,000 円 

２ 旅券の査証欄の増補の廃止に伴う手数料の廃止 

  一般旅券査証欄増補手数料 500 円  

３ 政令の一部改正に伴う引用条項の移動 

  「第４条第１項第１号」 → 「第６条第１項第１号」 等 

 

 ※ 法及び政令改正後の旅券申請に係る手数料の額 

  （太字部分は今回新設、太枠部分は今回廃止されるもの） 

申請の区分 手数料額 
内訳 

国 都道府県 

10 年旅券  16,000 円 

(22,000 円) 

 14,000 円 

(18,000 円) 

 2,000 円 

(4,000 円) 

５年旅券  11,000 円 

(17,000 円) 

  9,000 円 

(13,000 円) 

 2,000 円 

(4,000 円) 

残存有効期間同一旅券   6,000 円   4,000 円  2,000 円 

査証欄の増補   2,500 円   2,000 円    500 円 

 ※ 法改正により、旅券の査証欄の増補廃止の代替措置として、「残存  

  有効期間同一旅券」を新設 

５ 効果・影響 旅券発行経費の新設による旅券事務の効率化及び査証欄の増補

廃止による旅券の国際的な信頼性の維持が図られる。 

６ 施行日  令和５年３月２７日 

７ 参考事項  茨城県内における一般旅券発給実績（単位：件） 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 

発給件数 72,600 78,769 74,015 9,991 8,456 
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条 例 （案） の 概 要 

 
県民生活環境部 廃棄物規制課 

条例の名称 
 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の 
一部を改正する条例【一部改正】 

１ 改正の理由・ 

根拠 

土砂等による土地の埋立て等の適正化を推進し、生活環境の保

全及び災害の防止を図るため、所要の改正を行うもの。 

２ 改正の目的 土砂等による土地の埋立て等に関係する者の責務を明確化し、

必要な規制等を新たに加えるもの。 

３ 背景・必要性 本県における不適正な埋立て等の件数は近年増加傾向にある

ほか、令和３年７月に静岡県熱海市で発生した土砂災害では、不

適正な盛土が崩壊しており、これらの社会的状況を踏まえ、生活

環境の保全及び災害の防止をより確実に図る必要がある。 

４ 内 容 １ 小規模の埋立て等に係る届出制度の創設 

小規模の埋立て等に関する情報を把握し、必要な指導を行う

ことを可能とするため、市町村条例対象外の埋立て等を行う者

に対して、新たに県への届出を義務付け 
 
２ 書面の交付・携帯義務の創設 

埋立て等が許可等の手続きを経ているか等を現地で直ちに

確認できるようにするため、埋立て等を行う者、土砂等を発生

させる者及び土砂等を搬入する者に対しての書面交付並びに

土砂等の搬入時の書面携帯を義務付け 
 
３ 埋立て等に同意した地権者等への義務付け及び勧告・措置命

令の創設 

地権者等が関与していると考えられる事案にも対処できる

ようにするため、埋立て等に同意した地権者等に対し、土地の

管理責任を踏まえた埋立て等の施工状況の確認等を義務付け

（義務を怠った場合、勧告及び措置命令の対象） 
 
４ 条例の規定に違反した者等の公表制度の創設 

適正な事業者選定に資するため、違反者の氏名等を公表 
 
５ 土砂等搬入禁止区域の指定制度の創設 

不適正な事案の継続による人の生命・財産等を害するおそれ

を防止するため、区域を指定し土砂等の搬入を禁止 

５ 効果・影響 規制対象の拡充等により、不適正な事案の防止や的確な対応が

推進される。 

６ 施行日 令和５年６月１日 

７ 参考事項 ○ パブリックコメント結果（結果の概要は別紙のとおり） 

募集期間 ：令和４年８月22日～令和４年９月21日 

意見者数 ：６人 

延べ意見数：25件 
 
○ 他県条例の状況 

・ 地権者等の義務  ：千葉県、神奈川県外３府県 

・ 違反者の公表   ：宮城県、栃木県外８府県 

・ 土砂等搬入禁止区域：宮城県、埼玉県外８府県 
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別紙 

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の 

一部改正に関する意見募集の結果について 

 

１ 募集期間 

令和４年８月 22 日（月）～令和４年９月 21 日（水） 

 

２ 募集方法 

（１）閲覧方法 

・ 県ホームページに掲載 

・ 行政情報センター、茨城県立図書館、各県民センター県民福祉課、 

廃棄物規制課での閲覧 

（２）提出方法 

・ 電子メール 

・ ＦＡＸ 

・ 郵送 

 

３ 意見募集結果 

（１）意見者数：６人 

（２）主な意見 

埋立て等の届出に関する意見 ４件 

書面交付・携帯義務に関する意見 ３件 

土地所有者等責任の明確化に関する意見 ５件 

土砂等搬入禁止区域に関する意見 １件 

公表に関する意見 ２件 

許可の停止・取消要件等に関する意見 １件 

その他の意見 ９件 

合計 25 件 

※ 改正に反対の意見はありませんでした。 
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条例改正議案「新旧対照表」目次 

 

改正条例の名称 頁 

茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例 ６ 

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を

改正する条例 
７ 

 

参 考 
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茨城県手数料徴収条例新旧対照表 

改正案 現行 

別表第 1(第 2条第 1項関係) 別表第 1(第 2条第 1項関係) 

 

事務 名称 金額 

6 旅券法施行
令(平成元年
政 令 第 122
号)第 6条第1
項第 1 号又は
第 3 号の規定
に基づく旅券
法(昭和 26 年
法 律 第 267
号)第 5 条又
は第10条第3
項に規定する
旅券の発行に
関 す る 事 務
(旅券の作成
(同法第 7 条
に規定する旅
券の電磁的方
法による記録
を含む。)に限
る。 

一般旅券発給手数
料 

2,000 円。ただし，
旅券法第 20 条第 2
項に該当する場合
にあっては，4,000
円 

7 旅券法施行
令第 6 条第 1
項第 2 号の規
定に基づく旅
券法第 9 条第
1 項に規定す
る渡航先の追
加に関する事
務(旅券への

一般旅券渡航先追
加記載手数料 

300 円 

 

事務 名称 金額 

6 旅券法施行
令(平成元年
政 令 第 122
号)第 4条第1
項第 1 号又は
第 3 号の規定
に基づく旅券
法(昭和 26 年
法 律 第 267
号)第 5 条又
は第10条第3
項に規定する
旅券の発行に
関 す る 事 務
(旅券の作成
(同法第 7 条
に規定する旅
券の電磁的方
法による記録
を含む。)に限
る。 

一般旅券発給手数
料 

2,000 円            
                    
                    
   

7 旅券法施行
令第 4 条第 1
項第 2 号の規
定に基づく旅
券法第 9 条第
1 項に規定す
る渡航先の追
加に関する事
務(旅券への

一般旅券渡航先追
加記載手数料 

300 円 

渡航先の追加
記載に限る。) 

8 削除     

9 削除     

10 削除    
 

渡航先の追加
記載に限る。) 

8 削除     

9 削除     

10 旅券法施行
令第4条第1項第
4 号の規定に基
づく旅券法第 12
条第 1 項に規定
する査証欄の増
補 

一般旅券査証欄増
補手数料 

500 円 

 

備考 この表の右欄に掲げる金額は，当該右欄に特別の計算単位の

定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし，そ

の他のものについては 1件についての金額とする。 

備考 この表の右欄に掲げる金額は，当該右欄に特別の計算単位の

定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし，そ

の他のものについては 1件についての金額とする。 
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茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 

目次 (新設) 

第 1章 総則(第 1 条―第 5 条の 3) (新設) 

第 2章 土地の埋立て等の届出(第 5条の 4―第 5 条の 6) (新設) 

第 3章 土地の埋立て等の許可(第 6条―第 18 条) (新設) 

第4章 土地の埋立て等に係る土地の所有者等の義務等(第18条の

2―第 18 条の 4) 

(新設) 

第 5章 土砂等搬入禁止区域（第 18 条の 5―第 18 条の 7） (新設) 

第 6章 雑則(第 18 条の 8―第 22 条) (新設) 

第 7章 罰則（第 23 条・第 24 条） (新設) 

付則 (新設) 

第 1章 総則 (新設) 

(目的) (目的) 

第 1条 この条例は，土砂等による土地の埋立て等        

               について，県，土地の埋立て等を

行う者等の責務を明らかにするとともに，必要な規制を定め，もっ

て生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的とする。 

第 1条 この条例は，土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積(以

下「土地の埋立て等」という。)について，県，土地の埋立て等を

行う者等の責務を明らかにするとともに，必要な規制を定め，もっ

て生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的とする。 

(定義) (定義) 

第 2 条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該 第 2条 この条例において「土砂等」とは，土砂及び土砂に混入し，

各号に定めるところによる。 又は付着した物をいい，廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和

45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。)第 2条第 1項

の廃棄物を除くものとする。 

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し，又は付着した物をいい，廃 

棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下 

「廃棄物処理法」という。)第 2 条第 1 項の廃棄物を除くものを 

いう。 

(新設) 

(2) 土地の所有者等 土地の所有者その他土地を使用する権原を

有する者をいう。 

(新設) 

(3) 土地の埋立て等 土砂等による土地の埋立て，盛土及び堆積を

いう。 

(新設) 

(4) 埋立て等区域 土地の埋立て等を行う土地の区域をいう。 (新設) 

(県の責務) (県の責務) 

第 3条 略 第 3条 略 

(土地の埋立て等を行う者の責務) (土地の埋立て等を行う者の責務) 

第 4条 土地の埋立て等を行う者は，土地の埋立て等を行うに当たっ

ては，埋立て等区域＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿の周辺の地域の住民の理解を得るよう努めるとともに，当

該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止の

ために必要な措置を講じなければならない。 

第 4条 土地の埋立て等を行う者は，土地の埋立て等を行うに当たっ

ては，土地の埋立て等を行う土地の区域(以下「埋立て等区域」と

いう。)の周辺の地域の住民の理解を得るよう努めるとともに，当

該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止の

ために必要な措置を講じなければならない。 

(土砂等を発生させる者＿の責務) (土砂等を発生させる者等の責務) 

第 5条 土砂等を発生させる者は，土砂等の発生を抑制するよう努 第 5 条 土砂等を発生させる者は，土砂等の発生を抑制するよう努
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めるとともに，発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる

場合にあっては，当該土砂等の汚染状態を確認し，土地の埋立て等

による土壌の汚染を防止するための必要な措置その他  適正な

土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。 

めるとともに，発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる

場合にあっては，当該土地の埋立て等を行う者により＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿適正な

土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。 

(削除) 2 土地の所有者は，その所有する土地を土地の埋立て等を行う者に

使用させる場合にあっては，当該土地の埋立て等を行う者により適

正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければなら

ない。 

(土地の所有者等の責務)  

第 5 条の 2 土地の所有者等は，その所有し，又は使用する権原を有 

する土地を土地の埋立て等を行う者に使用させる場合にあっては， 

当該土地の埋立て等を行う者による土地の埋立て等が適正に行われ 

るよう必要な配慮をしなければならない。 

(新設) 

(土地の埋立て等を行う土地の所有者等の同意) (新設) 

第 5条の 3 何人も，土地の埋立て等を行おうとする土地の所有者等

の同意を得ずに，土地の埋立て等を行ってはならない。 

(新設) 

第 2章 土地の埋立て等の届出 (新設) 

(土地の埋立て等の届出) (新設) 

第 5条の 4 土地の埋立て等を行おうとする者は，規則で定めるとこ

ろにより，あらかじめ，土地の埋立て等を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名，土地の埋立て等の

目的その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。た

だし，次に掲げる土地の埋立て等については，この限りでない。 

(新設) 

 

(1) 第 6 条第 1 項の許可を受けて行う土地の埋立て等 (新設) 

(2) 市町村が制定する土地の埋立て等を規制するための条例で 

あって規則で定めるものに基づく許可を受けて行う土地の埋立 

て等 

(新設) 

(3) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内にお 

いて行う土地の埋立て等であって，当該区域内において発生した 

土砂等のみを用いて行われるもの 

(新設) 

(4) 国，地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等 (新設) 

(5) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地

の埋立て等であって，規則で定めるもの 

(新設) 

(6) 前各号に掲げるもののほか，規則で定める土地の埋立て等 (新設) 

(届出事項の変更の届出)  

第 5 条の 5 前条の規定による届出をした者は，当該届出に係る事項

を変更しようとするときは，規則で定めるところにより，あらかじ

め，知事に届け出なければならない。 

(新設) 

(届出事項の完了等の届出)  

第 5 条の 6 第 5条の 4の規定による届出をした者は，当該届出に係

る土地の埋立て等を完了し，廃止し，休止し，又は休止した土地の

埋立て等を再開したときは，規則で定めるところにより，その日か

ら 10 日以内に，その旨を知事に届け出なければならない。 

(新設) 

第 3章 土地の埋立て等の許可 (新設) 

(土地の埋立て等の許可) (土地の埋立て等の許可) 
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第 6条 略 第 6条 略 

(許可の基準) (許可の基準) 

第 7条 知事は，前条第 1項の許可の申請が，次の各号のいずれにも 

適合していると認めるときでなければ，同項の許可をしてはならな 

い。 

第 7条 知事は，前条第 1項の許可の申請が，次の各号のいずれにも 

適合していると認めるときでなければ，同項の許可をしてはならな 

い。 

(1) その土地の埋立て等に用いる土砂等の水素イオン濃度指数そ

の他の性質及び有害物質(鉛，砒ひ素，トリクロロエチレンその他

の物質であって，それが土壌に含まれることに起因して人の健康に

係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをい

う。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないものでな

いこと。 

(1) その土地の埋立て等に用いる土砂等の            

   性質及び有害物質(鉛，砒ひ素，トリクロロエチレンその他

の物質であって，それが土壌に含まれることに 起因して人の健康

に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものを

いう。)による汚染 の状態が規則で定める基準に適合しないもの

でないこと。 

第 2号から第 5 号まで 略 第 2号から第 5 号まで 略 

第 8条及び第 9 条 略 第 8条及び第 9 条 略 

(土地の所有者等への通知) (新設) 

第 9条の 2 許可を受けた者は，当該許可を受けた日後遅滞なく，埋

立て等区域内の土地の所有者等(当該土地の所有者等が当該許可を

受けた者である場合を除く。第３項において同じ。)に，当該許可

に係る第 6条第 2項各号に掲げる事項及び当該許可に係る条件（第

8 条の規定により条件を付されたときに限る。）を書面で通知しな

ければならない。 

(新設) 

2 前項の規定は，前条第１項（同条第２項の規定により第７条及び

第８条の規定を準用する場合を含む。）の許可について準用する。

この場合において，前項中「第 6 条第 2 項各号に掲げる事項」とあ

(新設) 

るのは「第 6条第 2項各号に掲げる事項であって，変更に係る事項」

と読み替えるものとする。 

3 許可を受けた者は，前条第 3項又は次条第 1 項の規定による届出

をしたときは，遅滞なく，規則で定めるところにより，埋立て等区

域内の土地の所有者等に対し，通知しなければならない。 

(新設) 

(着手の届出等) (着手の届出等) 

第 10 条 許可を受けた者は，次の各号のいずれかに該当することと

なったときは，規則で定めるところにより，その日から 10 日以内

に，その旨を知事に届け出なければならない。 

第 10 条 許可を受けた者は，次の各号のいずれかに該当することと

なったときは，規則で定めるところにより，その日から 10 日以内

に，その旨を知事に届け出なければならない。 

 第 1 号から第 4号まで 略  第 1号から第 4号まで 略 

2 知事は，前項の規定による届出(同項第 2 号又は第 3 号に係るも

のに限る。)があったときは，遅滞なく，当該届出に係る土地の埋

立て等が当該土地の埋立て等に係る第 6 条第 2 項の申請書に記載

した土地の埋立て等の施工に関する計画(第 9 条第 1 項の規定によ

る変更の許可があったときは，その変更後のもの。第 18 条第 2 項

第 1 号において同じ。)並びに埋立て等区域の周辺の地域の生活環

境の保全及び災害の防止に関する計画(第 9 条第 1 項の規定による

変更の許可があったときは，その変更後のもの。第 18 条第 2 項第

1 号において同じ。)に適合しているかどうかについて確認を行う

ものとする。 

2 知事は，前項の規定による届出(同項第 2 号又は第 3 号に係るも

のに限る。)があったときは，遅滞なく，当該届出に係る土地の埋

立て等が当該土地の埋立て等に係る第 6 条第 2 項の申請書に記載

した土地の埋立て等の施工に関する計画(前条第 1 項の規定による

変更の許可があったときは，その変更後のもの。第 18 条第 2 項第

1 号において同じ。)並びに埋立て等区域の周辺の地域の生活環境

の保全及び災害の防止に関する計画(前条第 1 項の規定による変更

の許可があったときは，その変更後のもの。第 18 条第 2 項第 1 号

において同じ。)に適合しているかどうかについて確認を行うもの

とする。 

  第 11 条から第 16 条まで 略   第 11 条から第 16 条まで 略 

(許可の取消し等) (許可の取消し等) 

第 17 条 知事は，許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する 第 17 条 知事は，許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する
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ときは，第 6 条第 1 項の許可を取り消し，又は期間を定めて当該許

可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。 

ときは，第 6 条第 1 項の許可を取り消し，又は期間を定めて当該許

可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。 

  第 1 号から第 4号まで 略   第 1 号から第 4号まで 略 

(5) 第 10 条第 1 項、第 11 条第 2項、又は第 12 条から第 16 条まで 

の規定に違反したとき。 

(5) この項又は次条第 2項の規定に違反したとき｡ 

(6) 第 14 条第 2 項又は第 15 条の規定による報告において，虚偽

の報告をしたとき｡ 

(新設) 

(7) この項又は次条第 2項の規定に違反したとき｡  

2 略 2 略 

第 18 条 略   第 18 条 略 

第 4章 土地の埋立て等に係る土地の所有者等の義務等 (新設) 

（土地の適正な管理） (新設) 

第 18 条の 2 土地の埋立て等を行う者は，土壌の汚染又は土砂等の

崩落，飛散若しくは流出による災害が発生し，又はこれらのおそれ

があることを知ったときは，直ちに，当該土地の埋立て等を中止し，

又は原状回復その他必要な措置を講じ，その旨を知事その他の関係

機関に通報するとともに土地の所有者等に通知しなければならな

い。 

(新設) 

2 土地の所有者等は，法令に違反する土地の埋立て等の用に供され

ることを知って，その所有し，又は使用する権原を有する土地を使

用させてはならない。 

(新設) 

3 土地の所有者等は，法令に違反する土地の埋立て等が行われ，又 (新設) 

は行われるおそれがあることを知ったときは，速やかにその旨を知

事その他の関係機関に通報しなければならない｡ 

(土地の埋立て等に係る土地の所有者等の義務) (新設) 

第 18 条の 3 第 6 条第 1 項又は第 9 条第 1 項の許可を受けた土地の

埋立て等につき，第 5条の 3 の同意をした土地の所有者等は，当該

土地の埋立て等が行われている間，規則で定めるところにより，定

期的に，当該土地の埋立て等の施工状況を確認しなければならな

い。 

(新設) 

2 前項の土地の所有者等は，同項の確認の結果，第 6 条第 1項又は

第 9条第 1 項の許可の内容と明らかに異なる土地の埋立て等が行わ

れていることを知ったときは，直ちに当該土地の埋立て等を行う者

に対し，当該土地の埋立て等の中止又は原状回復その他必要な措置

を講ずることを求めるとともに，速やかにその旨を知事に報告しな

ければならない。 

(新設) 

(土地の埋立て等に係る土地の所有者等への勧告及び命令) (新設) 

第 18 条の 4 知事は，第 18 条第 2項の規定により当該土地の埋立て

等に係る土砂等の除去その他必要な措置を命じた場合において，当

該命令を受けた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措

置を講じないときは，当該命令に係る土地の埋立て等を行う土地の

所有者等であって次の各号のいずれかに該当するものに対し，当該

土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を講ずるよ

う勧告することができる。 

(新設) 

(1) 前条第 1 項の確認を怠った者(当該確認を行うべき時期におい (新設) 
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て，第 6条第 1項又は第 9条第 1項の許可の内容と明らかに異なる

土地の埋立て等が行われていた場合に限る。) 

(2) 前条第 2項の報告を怠った者 (新設) 

2 知事は，前項の規定による勧告を受けた土地の所有者等が当該勧

告に従わないときは，その者に対し，当該土地の埋立て等に係る土

砂等の除去その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

(新設) 

第５章 土砂等搬入禁止区域 (新設) 

(土砂等搬入禁止区域の指定) (新設) 

第 18 条の 5 知事は，土地の埋立て等が継続されることにより，埋

立て等区域及びその周辺の区域における人の生命，身体又は財産が

害されるおそれがあると認められる場合であって，この条例の目的

を達成するため必要があると認めるときは，当該埋立て等区域及び

その周辺の区域を，6 月を超えない範囲で期間を定めて，土砂等の

搬入を禁止する区域(以下「土砂等搬入禁止区域」という。)として

指定することができる。 

(新設) 

2 知事は，前項の規定により土砂等搬入禁止区域を指定したとき 

は，規則で定めるところにより，その旨を公示するものとする。 

(新設) 

3 第 1 項の規定による指定は，前項の規定による公示によってその 

効力を生ずる。 

(新設) 

4 知事は，第 1項の規定による土砂等搬入禁止区域の指定の期間が

満了する時点において，いまだ当該指定の事由が引き続き存すると

認めるときは，当該指定に係る区域について，当該指定に係る区域

を管轄する市町村長から意見を聴取した上，同項の規定により土砂

(新設) 

等搬入禁止区域として指定することができる。 

5 知事は，第 1項の規定による指定の準備をするため必要があると

認めるときは，その職員に，他人の所有し，管理し，又は占有する

土地に立ち入り，測量させ，又は調査させることができる。 

(新設) 

6 知事は，第 1 項の規定による指定をしたときは，その職員に他人

の所有し，管理し，又は占有する土地に立ち入り，土砂等搬入禁止

区域であることを明示する措置を講じさせることができる。 

(新設) 

7 前 2 項の規定により職員が立ち入るときは，その身分を示す証明

書を携帯し，関係者に提示しなければならない。 

(新設) 

(土砂等の搬入の禁止)  

第 18 条の 6 何人も，土砂等搬入禁止区域に土砂等を搬入してはな

らない。 

(新設) 

(土砂等搬入禁止区域の解除)  

第 18 条の 7 知事は，土砂等搬入禁止区域の指定の事由が消滅した

と認めるときは，速やかに当該土砂等搬入禁止区域の指定を解除す

るものとする。 

(新設) 

2 第 18 条の 5 第 2 項及び第 3 項の規定は，前項の指定の解除につ

いて準用する。 

(新設) 

第 6章 雑則 (新設) 

(書面の交付及び携帯) (新設) 

第 18 条の 8 次の各号に掲げる者は，土地の埋立て等に用いる土砂

等を発生させる者に対し，土地の埋立て等に用いる土砂等の性質そ

(新設) 
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の他規則で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 

(1) 第 5 条の 4 の届出をした者 (新設) 

(2) 許可を受けた者 (新設) 

(3) 市町村が制定する土地の埋立て等を規制するための条例で

あって規則で定めるものに基づく許可を受けて土地の埋立て等

を行う者 

(新設) 

2 前項の書面の交付を受けた者は，発生させた土砂等を埋立て等区

域に搬入する者に対し，搬入に係る土砂等の発生の場所，搬入先

その他規則で定める事項を記載した書面（以下「適合証明書」と

いう。）を交付しなければならない。 

(新設) 

3 適合証明書の交付を受けた者は，当該適合証明書に係る土砂等を

埋立て等区域に搬入するときは，当該適合証明書を携帯しなければ

ならない。 

(新設) 

4 第 1 項各号に掲げる者は，前項の規定に違反して適合証明書を携

帯していない者による土砂等の搬入を受け入れてはならない。 

(新設) 

(土地の埋立て等の停止命令等) (新設) 

第 18 条の 9 知事は，前条第 1 項又は第 4 項の規定に違反して土地

の埋立て等を行う者(第 5条の 4 の届出をした者又は許可を受けた

者に限る。)に対し，期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等

の停止を命ずることができる。 

(新設) 

2 知事は，前条第 3 項の規定に違反して適合証明書を携帯せずに土

砂等を埋立て等区域に搬入する者に対し，土砂等を搬入しないよう

命ずることができる。 

(新設) 

3 知事は，前 2 項の命令を口頭でした場合において，その相手方か

ら命令の内容を記載した書面の交付を求められたときは，これを交

付しなければならない｡ 

(新設) 

(公表) (新設) 

第 18 条の 10 知事は，必要があると認めるときは，次の各号のいず

れかに該当する者の氏名又は名称，違反の事実その他規則で定める

事項を公表することができる｡ 

(新設) 

(1) 第 5 条の 4，第 6 条第 1項又は第 9条第 1項の規定に違反して，

土地の埋立て等を行った者 

(新設) 

(2) 第 17 条第 1項の規定による許可の取消し又は命令を受けた者 (新設) 

(3) 第 18 条の規定による命令を受けた者 (新設) 

(4) 第 18 条の 6の規定に違反して土砂等を搬入した者 (新設) 

(5) 第 18 条の 9第 1項又は第 2項の規定による命令を受けた者 (新設) 

2 知事は，前項第 1 号又は第 4号の規定により公表しようとすると

きは，あらかじめ，その者に意見を述べる機会を与えなければなら

ない｡ 

(新設) 

(関係行政機関等への照会等) (関係行政機関 への照会等) 

第 19 条 知事は，この条例の規定に基づく事務に関し，関係行政機

関，関係地方公共団体，関係のある公私の団体その他の関係者に

対し，照会し，又は協力を要請することができる。 

第 19 条 知事は，この条例の規定に基づく事務に関し，関係行政機

関又は関係地方公共団体        ＿に対し，照会し，又は

協力を要請することができる。 

2 知事は，生活環境の保全又は災害の防止のため必要があると認

めるときは，土地の埋立て等を行う者，土地の埋立て等に用いる

2 知事は，生活環境の保全又は災害の防止のため必要があると認め

るときは，土地の埋立て等を行う者，土地の埋立て等に用いる土砂
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土砂等を発生させる者，土地の埋立て等を行う土地の所有者等そ

の他  の関係者に対し，必要な協力を要請することができる。 

等を発生させる者，土地の埋立て等を行う土地の所有者その他土地

の埋立て等の関係者に対し，必要な協力を要請することができる。 

(報告の徴収及び立入検査等) (報告の徴収及び立入検査等) 

第 20 条 知事は，この条例の施行に必要な限度において，土地の埋

立て等を行う者，土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者，

土地の埋立て等に用いる土砂等を搬入する者，土地の埋立て等を

行う土地の所有者等に対し，第 18 条の 8 第 1項の書面又は適合証

明書，土地の埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求

めることができる。 

第 20 条 知事は，この条例の施行に必要な限度において，土地の埋

立て等を行う者に対し                    

                              

                              

     ，土地の埋立て等の状況その他必要な事項について報告

を求めることができる。 

2 知事は，この条例の施行に必要な限度において，その職員に，土

地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所，埋立て等区域又は土地

の埋立て等を行う者の事務所，事業所その他土地の埋立て等に関係

のある場所に立ち入り，土地の埋立て等の状況若しくは帳簿，書類

その他の物件を検査させ，又は関係者に質問させ，若しくは第 18

条の 8第 1項の書面又は適合証明書の提示を求めることができる。 

2 知事は，この条例の施行に必要な限度において，その職員に  

＿                  ，埋立て等区域又は土地

の埋立て等を行う者の事務所，事業所その他土地の埋立て等に関係

のある場所に立ち入り，土地の埋立て等の状況若しくは帳簿，書類

その他の物件を検査させ，又は関係者に質問させ＿＿＿＿＿_＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ることができる。 

第 3項及び第 4 項 略  第 3 項及び第 4項 略 

第 21 条及び第 22 条 略  第 21 条及び第 22 条 略 

   第 7 章 罰則 (新設) 

(罰則) (罰則) 

第 23 条 次の各号のいずれかに該当する者は，2 年以下の懲役又は

100 万円以下の罰金に処する。 

第 23 条 次の各号のいずれかに該当する者は，2 年以下の懲役又は

100 万円以下の罰金に処する。 

第 1号及び第 2 号 略 第 1号及び第 2 号 略 

2 次の各号のいずれかに該当する者は，6月以下の懲役又は 50 万円 

以下の罰金に処する。 

(新設) 

(1) 第 5 条の 4の規定による届出をせず，又は虚偽の届出をした者 (新設) 

(2) 第 18 条の 4第 2項又は第 18 条の 9第 1 項若しくは第 2 項の 

規定による命令に違反した者 

(新設) 

(3) 第 18 条の 6の規定に違反して土砂等を搬入した者 (新設) 

3 次の各号のいずれかに該当する者は，50 万円以下の罰金に処す

る。 

2 次の各号のいずれかに該当する者は，50 万円以下の罰金に処す

る。 

第 1号及び第 2 号 略 第 1号及び第 2 号 略 

4 次の各号のいずれかに該当する者は，30 万円以下の罰金に処す 

る。 

3 次の各号のいずれかに該当する者は，30 万円以下の罰金に処す

る。 

(1) 第 5 条の 5，第 5条の 6，第 9 条第 3 項，第 10 条第 1項又は第 

11 条第 2 項の規定による届出をせず，又は虚偽の届出をした者 

(1)             第 9 条第 3 項，第 10 条第 1 項又は

第 11 条第 2 項の規定による届出をせず，又は虚偽の届出をした者 

第 2号及び第 3 号 略 第 2号及び第 3 号 略 

(両罰規定) (両罰規定) 

第 24 条 略 第 24 条 略 
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 県民生活環境部 資料２  

令和４年第４回定例会 

防災環境産業委員会資料 

 

（主な事務事業等の経過） 

１ 茨城県犯罪被害者等支援計画（案）のパブリックコメントの 

実施について【生活文化課】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 ２ 百里基地における日米共同訓練等の実施について 

【生活文化課】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

３ 第４次茨城県環境基本計画（案）のパブリックコメントの 

実施について【環境政策課】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

４ 茨城県地球温暖化対策実行計画（改定案）のパブリックコメントの 

実施について【環境政策課】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

５ 高病原性鳥インフルエンザにかかる疑似患畜の確認に伴う「野鳥監視 

重点区域」の指定及びその対応について【環境政策課】・・・・・１０ 

６ 「いばらきエネルギーシフト促進事業」の申請状況等について 

【環境政策課】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

７ イノシシ等野生鳥獣による被害防止対策状況の公表について 

【環境政策課】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

８ サイクルツーリズムの推進について【スポーツ推進課】・・・・・２２ 

 

 

令和４年１１月１０日 

県 民 生 活 環 境 部 

- 1 -



茨城県犯罪被害者等支援計画（案）のパブリックコメントの実施について 

 
県民生活環境部 生活文化課 

計画の名称  茨城県犯罪被害者等支援計画（案） 

１ 策定の理由・ 

根拠 

 茨城県犯罪被害者等支援条例第８条に基づき、犯罪被害者等支

援に関する施策の基本的な考え方及び犯罪被害者等支援に関す

る具体的な施策等を定めるとともに、これらの施策を総合的かつ

計画的に推進することを目的として、令和５年度からの新たな計

画を策定する。 
２ パブリックコメ

ント実施の目的 
 条例第８条第３項の規定に基づき、本計画の策定にあたり、県

民意見提出手続制度により県民等の意見を広く求める。 
３ 内容・方法 １ 計画案の概要 

（１）計画の基本的な考え方 

  ・計画の目標：関係機関が連携し、犯罪被害者等が抱える問 

題やニーズに応える支援の推進や体制整備 

  ・計画期間：令和５年度から令和９年度まで（５か年） 

 ・進行管理：毎年度、支援施策の実施状況の点検、有識者に 

よる施策の検証を行う 
（２）基本方針等 

 【基本方針】 

   犯罪被害者等支援に携わるすべての機関が連携した途切 

れのない支援の推進 

【重点テーマ】 

  ①支援等のための体制整備 

   ・相談、情報の提供等（第 9 条） 

   ・人材の育成（第 16 条） 

   ・民間支援団体に対する支援（第 17 条） 

  ②精神的・身体的被害の回復・防止 

   ・心身に受けた影響からの回復（第 10 条） 

   ・安全の確保（第 11 条） 

  ③損害回復・経済的支援 

   ・居住の安定等（第 12 条） 

   ・雇用の安定等（第 13 条） 

   ・経済的負担の軽減（第 14 条） 

  ④犯罪被害者等を支える地域社会の形成 

・県民の理解の増進（第 15 条） 

 【目標達成のための指標】 

  被害者支援条例やワンストップ相談窓口の認知度向上など 

２ パブリックコメントの実施期間 

  令和４年 11 月中旬～12 月中旬 

３ 意見の募集方法 
県ホームページへの掲載や生活文化課、行政情報センター、

各県民センター等での閲覧 

４ 今後のスケジュ

ール（予定） 

令和４年 11 月 パブリックコメント実施 

令和５年 ３月 令和５年度第１回定例会常任委員会報告 

令和５年 ３月 計画決定 
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〇相談、情報の提供等【第９条】
ホームページやリーフレット等による情報の提供
県、警察、いばらき被害者支援センターにおける各種相談等の対応

〇人材の育成【第16条】
各機関において相談に対応する職員向けの研修

〇民間支援団体に対する支援【第17条】
いばらき被害者支援センターへの財政支援と連携・協力
性暴力被害者サポートネットワーク茨城における連携・協力

〇心身に受けた影響からの回復【第10条】
医療費等の公費負担制度
スクールカウンセラー等の活用による支援

〇安全の確保【第11条】
宿泊施設等における一時避難
児童相談所及び女性相談センターによる一時保護

〇居住の安定等【第12条】
避難にかかる宿泊費用及びハウスクリーニング費用の公費負担
県営住宅への優先入居等

〇雇用の安定等【第13条】
安全なまちづくり推進会議における二次的被害防止に関する理解促進
いばらき労働相談センターにおける労働相談

〇経済的負担の軽減【第14条】
医療費等の公費負担制度
犯罪被害給付制度等の運用

〇県民の理解の増進【第15条】
犯罪被害者週間に合わせた集中的な広報啓発
県内の学校における教育や講演会等の開催による意識醸成

茨 城 県 犯 罪 被 害 者 等 支 援 計 画 （概要）

〇経緯・趣旨
茨城県犯罪被害者等支援条例第８条に基づき、犯罪被害者等支援施策を総合的かつ計画

的に推進するための計画
〇計画の目標

関係機関が連携し、犯罪被害者等が抱える問題やニーズに応える支援の推進や体制整備
〇計画の期間・進行管理

令和５年度から令和９年度まで（５か年）
毎年度、支援施策の実施状況の点検、有識者による施策の検証

〇県内における犯罪等、相談の現状
刑法犯認知件数は減少傾向
いばらき被害者支援センター等への相談、DVや児童虐待に関する相談は増加傾向

〇犯罪被害者等を取り巻く現状
犯罪被害により、心身に様々な問題を抱える
性犯罪やDV等被害は、自責感等から被害が潜在化してしまう傾向

〇県民の意識調査（いばらきネットモニターアンケート：回答者数：596名）
犯罪被害者等支援に関する施策の認知度は低い（施策を知らない：56.5%）
犯罪被害者等支援の関心度は高く、重要性も強く認識（関心度：65.9%   重要性：93.2%）

〇基本方針
『犯罪被害者等支援に携わるすべての機関が連携した途切れのない支援の推進』

〇重点テーマ
①支援等のための体制整備 … すべての機関が連携した中・長期的な支援

方向性⇒部局横断的な広報による相談窓口の認知度向上
各機関が連携した相談体制の充実、相談対応職員の資質向上

②精神的・身体的被害の回復・防止 … 一時避難や適切な支援により回復・軽減
方向性⇒犯罪被害者等のニーズに沿った支援制度の活用

関係機関が連携した犯罪被害者等の安全確保
③損害回復・経済的支援 … 犯罪被害者等のニーズに沿った経済的支援

方向性⇒積極的、効果的な支援制度の活用
事業者への二次的被害に関する理解促進

④犯罪被害者等を支える地域社会の形成 … 二次的被害に配慮した地域社会の形成
方向性⇒二次的被害が発生しない地域づくり

犯罪被害者等支援に関する教育の推進
〇目標達成のための指標（令和４年度⇒令和９年度） 全４項目

・茨城県犯罪被害者等支援条例の認知度 6.9％ ⇒ 30％
・いばらき被害者支援センターの認知度 9.7％ ⇒ 30％
・性犯罪、性暴力被害相談窓口の認知度 7.5％ ⇒ 30％
・県弁護士会と警察本部の連携による早期支援 １件(R4.10現在 ) ⇒ 10件

※８月のパブリックコメント段階での内容で仮作成
〇課題と方向性

課 題：心身の回復及び被害の潜在化防止に向けた支援の質の向上と相談窓口の認知度向上
方向性：若年層からの性暴力の被害者支援や根絶に関する意識醸成と各施策の適切な推進

〇性暴力被害の特性に応じた支援施策
・総合的な相談体制の整備等‥‥‥‥‥ 各機関における各種相談等の対応や公費負担制度
・性暴力の根絶に資する総合的な教育‥ 各機関における教育や講演会の開催
・性暴力の根絶に関する広報啓発‥‥‥ 各週間、月間、運動における広報啓発
・被害者の安全な居住の確保‥‥‥‥‥ 宿泊施設への一時避難､一時保護施設における保護

第１ 計画の基本的な考え方

第２ 県内情勢と犯罪被害者等を取り巻く現状

第３ 犯罪被害者等支援施策の基本方針等

第４ 具体的施策

第５ 性暴力被害の特性に応じた支援

重点テーマ① 支援等のための体制整備

重点テーマ② 精神的・身体的被害の回復・防止

重点テーマ③ 損害回復・経済的支援

重点テーマ④ 犯罪被害者等を支える地域社会の形成
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百里基地における日米共同訓練等の実施について 
 

生活文化課 
 

１ 昼夜連続飛行訓練の実施について 
概  要 最近の国際情勢が不安定になっていることなどを踏まえ実施された、昼夜

連続飛行訓練 

期  間 令和４年 10 月 27 日（木）～28 日（金） 

機  種 F-2 ※通常百里基地における訓練で使用している機種 

場  所 百里基地及び周辺空域 ※通常訓練と同じ 

  

２ 日米共同訓練（訓練移転）の実施について 
概  要 在日米軍飛行場周辺地域の負担軽減のために、平成 18 年に日米で合意され

た日米ロードマップに基づき、在日米軍飛行場から百里基地等へ移転して

実施される日米共同訓練（11 回目。前回実施：令和３年 12 月） 

期  間 令和４年 11 月 10 日（木）～18 日（金）※土日は訓練なし 

場  所 百里沖空域等 

参加部隊 米 軍：第 35 戦闘航空団（三沢）（F-16×12 機程度、人員 130 名程度） 

日本側：第７航空団（百里）（F-2×８機程度） 

訓練内容 戦闘機による訓練等 

 ※百里基地にオスプレイが来ることはない。 

 

３ 日米共同統合演習（実動演習）の実施について 
概  要 昭和 60 年度から概ね２年毎に、全国規模で実施される、陸上、海上、航空

作戦等の総合的な日米共同演習（前回実施：令和２年 10～11 月） 

期  間 令和４年 11 月 10 日（木）～19 日（土） 

※土日のうち、11/12（土）のみ百里基地での航空機離発着予定 

場  所 自衛隊施設、在日米軍施設、津多羅島、奄美大島、徳之島、我が国周辺海空

域等 

参加規模 自衛隊：人員約 26,000 名、艦艇約 20 隻、航空機約 250 機 

米 軍：人員約 10,000 名、艦艇約 10 隻、航空機約 120 機 

その他：豪艦艇１隻、豪航空機１機、加艦艇２隻、加航空機１機、 

英艦艇１隻 

訓練内容 水陸両用作戦、陸上作戦、海上作戦、航空作戦等 

 ※百里基地にオスプレイが来ることはない。 

 

４ 国の対応について 
（１）「２ 日米共同訓練」の現地対策本部を令和４年 11 月７日(月)に設置し、訓練中、

戦闘機の離発着等に応じて随時、県や地元市町に対し、情報提供。 

（２） 防衛省により周辺市町（かすみがうら市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町）の 

各１地点において騒音調査を実施。 

また、前回訓練において実施した騒音調査の結果、百里基地における過去の訓練や通

常訓練と比較し、特異な結果は発生していないと、北関東防衛局から説明を受けた。 
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５ 県の対応について 
（１） 事前説明時（10 月 19 日）に、北関東防衛局地方調整課長らに申し入れ。 

・ 県、地元市町への十分な情報提供 

・ 新型コロナウイルス感染症対策 

・ 訓練中の事故防止の徹底 

・ 騒音による被害の低減 

・ 米軍による事故や事件の防止の徹底 

（２） 「１ 昼夜連続飛行訓練」について、訓練実施前（10 月 24 日）及び訓練実施後（10

月 31 日）に、百里基地監理部長らに申入れ。 

・ 夜間における航空機の離発着予定及び実施結果等の情報提供。 

・ 夜間における訓練が常態化しないこと。 

・ 県民が不安を抱かないよう、十分な情報提供や騒音対策の徹底。 

（３） 訓練期間中 

・ 知事部局、警察本部の関係各課で連絡共有体制を構築。 
・ 地元市町等と情報を共有するとともに、県ホームページに情報を掲載。 

 

 

【参考１】「２ 日米共同訓練（訓練移転）」実績（百里基地） 
回 数 期 間 米側（※は参加規模） 日本側 

H19 年度 
（1 回目） 

H19.10.15(月)～19(金) 第 35 戦闘航空団（三沢） 
※F-16×5 機程度、人員 80 名程度 

第７航空団、 
中部航空警戒管制団 

H19 年度 
（2 回目） 

H20.1.15(火)～18(金) 第 35 戦闘航空団（三沢） 
※F-16×5 機程度、人員 80 名程度 

第７航空団、 
中部航空警戒管制団 

H21 年度 
（3 回目） 

H21.10.2(金)～9(金) 第 18 航空団（嘉手納） 
※F-15×5 機程度、人員 90 名程度 

第７航空団、 
中部航空警戒管制団 

H21 年度 
（4 回目） 

H22.1.29(金)～2.5(金) 第 18 航空団（嘉手納） 
※F-15×6 機程度、人員 90 名程度 

第７航空団、 
中部航空警戒管制団 

H23 年度 
（5 回目） 

H24.2.13(月)～24(金) 第 12 海兵航空群（岩国） 
※F/A-18×6 機程度、人員 60 名程度 

第７航空団、偵察航空隊、
中部航空警戒管制団 

H26 年度 
（6 回目） 

H27.3.9(月)～21(土) 第 12 海兵航空群（岩国） 
※F/A-18×5 機程度、人員 60 名程度 

第７航空団、偵察航空隊、
中部航空警戒管制団 

H27 年度 
（7 回目） 

H27.9.7(月)～18(金) 第 12 海兵航空群（岩国） 
※F/A-18×5 機程度、人員 80 名程度 

第７航空団、 
中部航空警戒管制団 

H29 年度 
（8 回目） 

H29.7.7(金)～21(金) 第 12 海兵航空群（岩国） 
※F/A-18×6 機程度、人員 140 名程度 

第７航空団、 
中部航空警戒管制団 

H30 年度 
（9 回目） 

H30.4.6(金)～12(木) 第５空母航空団（岩国） 
※F/A-18×5 機程度、人員 60 名程度 

第７航空団、 
中部航空警戒管制団 

R3 年度 
（10 回目） 

R3.12.13(月)～17(金) 第 12 海兵航空群（岩国） 
※F/A-18×8 機程度、人員 170 名程度 

第７航空団 

 
【参考２】「３ 日米共同統合演習（実動演習）」実績（全国規模） 

回 数 期 間 参 加 規 模 

H28 年度 
（13 回目） 

H28.10.30(土)～11.11(金) 自衛隊：人員約 25,000 名、艦艇等約 20 隻、航空機約 260 機 
米 軍：人員約 11,000 名 

H30 年度 
（14 回目） 

H30.10.29(月)～11.8(木) 自衛隊：人員約 47,000 名、艦艇約 20 隻、航空機約 170 機 
米 軍：人員約 9,500 名、加 軍：艦艇２隻             

R2 年度 
（15 回目） 

R2.10.26(月)～11.5(金) 自衛隊：人員約 37,000 名、艦艇約 20 隻、航空機約 170 機 
米 軍：人員約 9,000 名、加 軍：艦艇１隻              
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第４次茨城県環境基本計画（案）のパブリックコメントの実施について 

 
県民生活環境部 環境政策課 

計画の名称  第４次茨城県環境基本計画（案） 

１ 策定の理由・ 

根拠 
 現計画（平成 25 年度～令和４年度）が今年度をもって終了す

ることから、茨城県環境基本条例第９条に基づき、令和５年度を

初年度とする次期計画を策定する。 
２ パブリックコメ

ント実施の目的 
 県民の意見を広く求め、必要に応じて計画に反映させるため、

パブリックコメントを実施する。 

３ 内容・方法 １ 計画案の概要 
本県を取り巻く環境情勢の変化に対応し、環境の保全及び創

造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本と

なる計画。 
※別添「第４次茨城県環境基本計画（案）の概要」参照 

【概要】 
 （１）計画策定の基本的事項 

（２）基本目標 
環境の将来像 
「豊かで魅力ある自然が守られ、持続可能で環境と 

調和した社会」 
   ・脱炭素社会の実現 

・循環型社会の実現 
・自然と共生する社会の実現 
・霞ヶ浦などの湖沼環境の保全と共生 
・身近な地域環境の保全 

（３）施策の推進 
    次の８つの分野に 25 項目の具体的な施策を掲げる。 
   ・地球温暖化対策及び気候変動適応策の推進 
   ・地域環境保全対策の推進 
   ・湖沼環境保全対策の推進 
   ・循環型社会づくりの推進 
   ・生物多様性の保全と持続可能な利用 
   ・快適で住みよい環境の保全と創出 
   ・各主体が学び協働することによる環境保全活動の推進 
   ・環境の保全と創造のための基本的施策の推進 
 （４）計画の推進 
 
２ パブリックコメントの実施期間 

  令和４年 12 月から令和５年１月にかけて、１ヶ月程度実施。 
 
３ 意見募集方法 
  ・県ホームページへの掲載 
  ・環境政策課、各県民センター等での閲覧 

４ 策定時期 令和５年３月（予定） 
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茨城県地球温暖化対策実行計画（改定案）のパブリックコメントの実施について 

 
県民生活環境部 環境政策課 

計画の名称  茨城県地球温暖化対策実行計画（改定案） 

１ 策定の理由・ 

根拠 
 本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温

暖化対策推進法」）及び気候変動適応法に基づく法定計画であり、

昨年、国が、地球温暖化対策推進法を改正し、「2050 年カーボン

ニュートラル」を基本理念として法に位置づけたことなどを踏ま

え、県の温室効果ガスの削減目標等を見直し、地球温暖化対策の

充実を図るため、現行計画を改定する。 
２ パブリックコメ

ント実施の目的 
 県民の意見を広く求め、必要に応じて計画に反映させるため、

パブリックコメントを実施する。 

３ 内容・方法 １ 計画案の概要 
  国の「地球温暖化対策計画」や「気候変動適応計画」などに

即して、本県の地域特性を踏まえた温室効果ガスの排出削減対

策や、気候変動適応策に係る県の取組などを内容とする計画。 
※別添「茨城県地球温暖化対策実行計画（改定案）の概要」参照 

【概要】 
（１）計画改定の趣旨 

 （２）地球温暖化の現状 
 （３）温室効果ガス排出量の削減目標 
 （４）温室効果ガス排出削減対策 
   ＜取組方針＞ 
     産業部門、業務部門、家庭部門、運輸部門の４部門に

おける取組に加え、分野横断的な再生可能エネルギー等

の利用促進、循環型社会の形成、森林吸収源対策等の取

組を推進。 
 （５）気候変動適応策 
   ＜取組方針＞ 
     農林水産業分野、自然災害・沿岸域分野、水環境・水

資源分野、自然生態系分野、健康分野、県民生活分野、

産業・経済活動分野の７分野について、地域特性に応じ

た取組を推進。 

 （６）計画の推進体制 
 （７）促進区域設定に関する基準 
 
２ パブリックコメントの実施期間 

 令和４年 12 月から令和５年１月にかけて、１ヶ月程度実施。 
 
３ 意見募集方法 
  ・県ホームページへの掲載 
  ・環境政策課、各県民センター等での閲覧 

４ 策定時期 令和５年３月（予定） 
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高病原性鳥インフルエンザにかかる疑似患畜の確認に伴う 

「野鳥監視重点区域」の指定及びその対応について 
 

環境政策課 
 

１ 経緯 
11月３日（木） ・かすみがうら市の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザを疑う症状が 

認められるとの通報を受け、県南家畜保健所が簡易検査を実施し陽性 

11月４日（金） ・遺伝子検査で陽性となり、農林水産省により高病原性鳥インフルエンザ

の疑似患畜と確認（家きんとして今シーズン国内４例目） 

・環境省が発生農場の周辺半径10ｋｍ圏内を「野鳥監視重点区域」に指定 

 【区域の内訳】 

 土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、小美玉市、阿見町の一部 

 

２ 県民生活環境部の対応 

１ 平常時の対応 ○死亡野鳥等を対象に、ウイルス検査を通年で実施 

２ 

野鳥監視重点

区域の指定を

受けた対応 

○上記に加えて「状況調査」を実施 

 ・渡り鳥飛来状況・鳥類相調査 

 ・大量死等の異常の監視 など 

○解除：家きんの防疫措置が完了した翌日から 28 日目の 24 時に 

指定期間解除 

   ２ 期間中に陽性が確認された場合は期間延長 

 

 

【参考】 

（１）今シーズン（R4.9月～）の全国の死亡野鳥等における鳥インフルエンザ発生状況 

（令和４年11月７日17時 環境省更新 現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）直近の本県内での発生状況 

・平成28年度に野鳥62件発生（うち、56件が水戸市の千波湖等） 

・令和２年度に家きん１件、野鳥１件発生 

種別 発生状況 内訳 

家きん １道３県 ６件発生 
北海道２件、茨城県１件、香川県１件 

岡山県１件 

野鳥 １道５県 ９件発生 
北海道３件、宮城県２件、神奈川県１件 

新潟県２件、福井県１件、鹿児島県１件 
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「いばらきエネルギーシフト促進事業」の申請状況等について 

 
 環境政策課 

 

１ 事業概要 

（１）目 的 

原油価格等の高騰下において、再生可能エネルギーの導入を促進し、事業者の負担

軽減を図るとともに、県内産業におけるエネルギーの転換を図る。 

（２）概 要 

事業者が、県内事業所に太陽光発電設備、蓄電池を導入する際の経費の一部を補助

する。 

（３）対 象 

   全ての業種を対象とし、県内に事業所を設置（又は設置予定）している事業者 

（４）対象設備 

   太陽光発電設備、蓄電池   ※原則、発電した電気を自家消費すること。 

（５）補助金額 

設 備 補助額 金額上限 

太陽光 12万円／kW １億2,000万円 

蓄電池 ９万円／kW 
「太陽光発電設備が８h発電する電気を蓄電でき

る容量」×９万円/kWh 

   ※対象設備の導入に係る経費については、要件を満たした場合、県融資制度等の活

用も可能（補助金分除く） 

  

２ 申請状況等 

（１）募集期間 

  ・１次募集 ８月８日（月）～８月29日（月） 

   ・２次募集 ９月12日（月）～９月30日（金） 

  ・３次募集  10月７日（金）～10月21日（月） 

（２）申請状況 

項目 太陽光の発電出力ごとの内訳 合計 

太陽光の発電出力 50kW未満 50kW以上 ― 

想定件数 100件 80件 180件 

申請件数 129件 94件 223件 

予算配分 ５億2,500万円 17億5,875万円 22億8,375万円 

申請額 ４億4,492万円 19億9,069万円 24億3,561万円 

  ※ 予算超過分については審査の過程における精査などにより、予算額の範囲内とな

る見込み。 
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イノシシ等野生鳥獣による被害防止対策状況の公表について 

 
 環境政策課 

１ 趣旨 

  イノシシ等野生鳥獣による被害の防止対策に関する条例（平成 30 年茨城県条例 

第 30 号）第９条の規定に基づき、県が令和３年度に講じた被害の防止対策の状況 

を公表する。 

 

２ 公表内容 

（１）イノシシの捕獲状況、生息状況、野生鳥獣による農作物被害状況等 

○イノシシの捕獲頭数及び捕獲位置 

・令和３年度の総捕獲数は 4,805 頭（令和２年度は 11,963 頭） 

・中山間地域で捕獲数が大幅に減少したところがある一方で、県央や県南の 

一部地域では増加したところもあった。（捕獲される地域範囲の縮小はみられ

ない） 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 

捕獲数（頭） 7,606 9,579 11,387 11,963 4,805 

 許可捕獲 3,457 4,970 6,158 7,205 3,188 

狩猟 4,086 4,545 5,160 4,704 1,591 

指定管理 63 64 69 54 26 

○イノシシ等による農作物被害の状況 等 

・令和３年度のイノシシによる農作物被害額は 62,393 千円（年々減少） 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 

被害額（千円） 153,745 100,431 97,126 92,541 62,393 

 

（２）被害への対策 

○市町村の農作物被害防止活動への支援 

○指定管理鳥獣捕獲等事業による個体数管理 

 

（３）野生鳥獣被害対策を担う人材の育成 

○捕獲の担い手の確保・育成 

・ハンティングの魅力セミナーを開催（年２回/延べ参加者 85 名）し、新規免

許取得を推進 

・新人ハンタースキルアップ研修会を開催（年３回/延べ参加者 36 名）し、狩

猟経験の浅い狩猟者へベテランが技術を伝承 

○農作物被害防止対策を担う人材の育成  
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（４）その他 

○イノシシによる人身被害や狩猟事故の防止 

〇イノシシの肉の放射性物質検査結果の公表 等 

 

３ 公表方法及び時期 

（１）公表方法 茨城県ホームページへの掲載（公表資料は別添のとおり） 

（２）公表時期 令和４年 11 月中 
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サイクルツーリズムの推進について 
 

                                スポーツ推進課 
 

１ 上半期実績 

（１）りんりんスクエア土浦利用者数 

  6,388 人（前年比27.8％増） 

（上半期実績推移）                      （人） 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 
6,966 5,270 5,000 6,388 

（２）広域レンタサイクル利用者数 

2,055 人（前年比57.2％増） 

（上半期実績推移）                      （人） 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 
1,602 1,248 1,307 2,055 

 

２ 誘客イベント 

（１）いばらきＫ１ライド2022 

   霞ヶ浦湖畔周回や途中乗船も含めたサイクリングイベント。 

 約200人が参加した。 

 【実施日】令和４年10月16日（日） 

  【主 催】株式会社アトレ ※県補助事業イベント 

（２）茨城プレデスティネーションキャンペーン 

  ①オープニングセレモニー 

   「茨城ﾃﾞｨｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」先行企画のオープニングイベントとして、特別列

車（サイクルトレイン）を知事、デヴィ夫人らが出迎え、水戸駅で開催。 

  【実施日】令和４年10月１日（土） 

  【主 催】いばらき観光キャンペーン推進協議会 

  ②笠間・水戸・大洗 パワースポットライドツアー 

   常磐線サイクルトレイン乗車から本県パワースポットを巡るサイクルイベントとし

て85名参加。いばらきサイクリングナビゲーターのMoeさんを派遣し、イベント盛

り上げに寄与。 

  【実施日】令和４年10月１日（土） 

  【主 催】水戸商工会議所・ＪＲ東日本水戸支社 

（３）茨城県留学生モニターツアー 

   県内の大学等に在籍している茨城県留学生親善大使、いばらき応援大使を対象に、

つくば霞ヶ浦りんりんロードサイクリング、フラワーパーク、柿狩りなど茨城の魅

力を体感するモニターツアーを実施。９か国25名の留学生が参加。 

  【実施日】令和４年10月30日（日） 

  【主 催】茨城県・茨城県国際交流協会 

  【出身国】ベトナム、中国、タイ、イラン、インドネシア、 

        ウクライナ、トルコ、マレーシア、ラトビア 
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